
 

12

月
議
会
で
は
、
初

日
に
上
野
議
員
団
長
が
総

括
質
疑
を
行
い
ま
す
。
な

お
、
こ
の
記
事
を
執
筆
し

て
い
る
時
点
で
は
ま
だ
終

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
市
長
答
弁
は
次
回
以
降
に
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

上
野
団
長
の
質
疑
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。 

１
．
提
案
理
由
の
要
旨
に
つ
い
て 

① 
｢

当
市
で
は
医
療
の
再
編
、
災
害
へ
の
備
え
、
地

域
産
業
を
支
え
る
人
材
の
確
保
、
子
育
て
や
介
護
・

福
祉
の
充
実
支
援
、
幅
広
い
世
代
へ
の
多
様
な
学
び

の
推
進
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
直
面｣

と
し
て
い
る

が
、
課
題
は
列
挙
さ
れ
た
だ
け
で
中
身
は
見
え
な

い
。
ど
れ
が
最
も
喫
緊
の
課
題
な
の
か
、
課
題
の
優

先
順
位
は
ど
う
つ
け
る
の
か
。
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ

う
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
解
決
を
進
め
る
の
か
。
前
市

政
か
ら
の
継
続
課
題
と
新
市
長
と
し
て
の
新
た
な
課

題
解
決
の
違
い
を
ど
う
説
明
し
て
い
く
の
か
。 

② 
｢

輝
く
上
越
、
誇
れ
る
上
越
、
『
こ
こ
に
住
ん
で

よ
か
っ
た
』
と
皆
が
感
じ
ら
れ
る
上
越
を
目
指
す｣

と

し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
上
越
の
姿
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
ど
の
分
野

を
最
優
先
に
す
る
の
か
。
こ
の
抽
象
的
な
理
念
を
、

数
値
目
標
や
成
果
指
標
に
落
と
し
込
む
意
思
は
あ
る

の
か
。 

③ 
｢

市
政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
民
と
共
に
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
丁
寧
な
対
話
を
大
切

に
す
る｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
丁
寧
な
対
話
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
手
法
か
。
成
果
を
市
政
に
反
映
さ

せ
る
仕
組
み
は
つ
く
る
の
か
。 

２
．
一
般
会
計
と
水
道
事
業
会
計
の
補
正

予
算
に
つ
い
て 

 

消
雪
用
井
戸
水
を
浄
水
場
ま
で
引
き
込
む
た
め
の

配
管
工
事
及
び
給
水
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
応
急
給
水
活
動

な
ど
今
夏
の
渇
水
対
策
に
要
し
た
費
用
の
一
部
約
３

億
８
千
万
円
を
、
一
般
会
計
か
ら
水
道
事
業
会
計
に

繰
り
入
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
今
夏
の
緊
急
渇
水
対

策
に
要
し
た
費
用
は

約

12

億
７
千
万
円

で
あ
る
。
そ
の
差
額

は
す
べ
て
当
市
の
水

道
事
業
会
計
で
ま
か

な
う
と
い
う
こ
と
な

の
か
。
県
に
応
分
の

負
担
を
求
め
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
の

か
。 

｢外国人は生活保護で優遇されている｣のか？ 

 私は、｢生活と健康を守る会｣の事務局

で9年問働いてきましたので、生活保護に

関して多くの経験がありますが、｢外国人

が優遇されている｣などいうことはありえ

ません。 

 また、「生活保護受給者の1/3は外国

人」という主張もあります。 

 実際はどれくらいかというと3.25%で

すので、まったく違います。 

 この3.25%の内訳ですが、韓国、朝

鮮、在日コリアンの方が約半数です。こ

れは理由があります。 

 在日コリアンの方というのは、戦時

中、朝鮮半島から連れてこられたりした

わけですが、戦後、国民年金に加入でき

ない期間がずっと続きました。その後、

在日コリアンの方や特別永住者の方が、

国民年金制度に入れるようになったのは

1982年以降です。これは難民条約という

のが発効されたことにより加入できるよ

うになったものです。 

 現在、生活保護を利用されている在日

コリアンの方の多くは、無年金の高齢者

ということなのです。こうした方々が、

何か優遇されているということではまっ

たくありません。 

 役所に「生活保護を利用したい」と言

うときには、日本人であろうが外国人で

あろうが、要件はまったく同じです。貯

金があるかとか、収入が現在どれぐらい

あるかとかが要件になります。優遇され

ているということは一切ありません。 

｢外国人は医療保険で優遇されている｣のか？ 

 これもまったく違います。 

 外国人の国民健康保険の加入者数は、

全体の4%です。一方で、彼らが使った医

療費は、国保財政の中の1.39%です。 

 4%の加入者がいるのに、1.39％しか

使ってないということは、｢優遇されてい

る｣どころか、むしろ少ししか使っていな

いということになります。 

 どうして使用率が低いのかというと、

日本にいる外国人は若い人が多いので、

あまり医者にかからないからではないか

と、厚生労働省の役人が言っていまし

た。つまり、国保財政は外国人の方がむ

しろ支える側にいるということです。外

国人がいなくなったら、国民健康保険料

が上がる可能性すらあるということにな

ります。 

Ｎｏ.８９０    ２０２５年１２月７日 
 

連 上野 公悦 ( ) 
絡 橋爪 法一 (吉川区代石) 
先 平良木哲也 (上中田(金谷区)) 
(事務局長)山本信子 090-4967-0367(仲町2(高田区)) 

 https://jcpjoetsugiindan.webnode.jp/ 

生活保護 外国人受給者 3.25％ 
      (200万人のうち6万5000人） 
 内訳 韓国・朝鮮 50.9％ 
       中国 16.3％ 
    フィリピン 14.9％ 
     ブラジル  5.3％ 
無年金の高齢者が多い。1982年難民条約
発効で国籍条項が廃止されるまでは国民
年金には入れなかったため。 


